
 

 
議案第７号 
 

令和４年度相楽郡広域事務組合一般会計補正予算（第２号）について 
 
  令和４年度相楽郡広域事務組合一般会計補正予算（第２号）を別添のとおり

定めます。 
 
 
    令和５年２月１５日提出 
 
                                      相楽郡広域事務組合 
                                        代表理事 杉浦  正省 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 





平成２５年１月２８日定例理事会提出

平成２５年１月１６日市町村衛生主管課長会議提出

令和４年度

一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ） 

相楽郡広域事務組合





   

－1－ 

令和４年度相楽郡広域事務組合一般会計補正予算（第２号） 
 
  令和４年度相楽郡広域事務組合の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１６，５０７千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出 

それぞれ２５７，０９８千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 

  歳入歳出予算補正」による。 

 

 

令和５年２月１５日提出 

                                                             

相楽郡広域事務組合 

                                                            代表理事 杉浦 正省 

 



分担金及び負担金１ 248,020 △15,267 232,753

１分担金 187,488 △15,267 172,221

使用料及び手数料２ 17,509 △1,240 16,269

２手数料 17,459 △1,240 16,219

273,605 △16,507 257,098歳　　　　入　　　　合　　　　計

第１表　歳入歳出予算補正
歳　　入

款

(単位：千円)

項 補正額 計
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補正前の額



衛生費３ 220,244 △15,007 205,237

１保健衛生費 12,007 △12,007 0

２清掃費 208,237 △3,000 205,237

予備費５ 1,823 △1,500 323

１予備費 1,823 △1,500 323

273,605 △16,507 257,098歳　　　　出　　　　合　　　　計

歳　　出

款

(単位：千円)

項 補正額 計補正前の額
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△15,267 232,753１分担金及び負担金 248,020

△1,240 16,269２使用料及び手数料 17,509

△16,507 257,098歳　　　　入　　　　合　　　　計 273,605

（単位：千円）

歳入歳出補正予算事項別明細書
　１．総　　括

　歳　　入

款 補正前の額 補正額 計
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0205,237△15,007 △13,767△1,2400３衛生費 220,244

0323△1,500 △1,50000５予備費 1,823

0257,098△16,507 △15,267△1,2400歳 出 合 計 273,605

一般財源その他地方債国府支出金
特　　定　　財　　源
補　正　額　の　財　源　内　訳

（単位：千円）　歳　　出

款 補正前の額 補正額 計
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1 分担金及び負担金

目 補正前の額 補　正　額 計
節

区　　分 金  額
説　　　　　　　　　　　　　　明

（単位：千円）1 分担金（款） （項）

187,488 172,221 △15,2671 分担金  広域圏△15,267 1 市町村分担金                      △75

 休日応急診療所                  △12,307

 相楽会館                      △75

 し尿処理                   △2,510

 消費生活                      △75

187,488 172,221計 △15,267

2 使用料及び手数料

目 補正前の額 補　正　額 計
節

区　　分 金  額
説　　　　　　　　　　　　　　明

2 手数料（款） （項）

17,459 16,219 △1,2401 衛生手数料  浄化槽汚泥投入手数料△1,240 1 清掃手数料                   △1,240

 8,661kℓ→8,041kℓ（△620kℓ）

17,459 16,219計 △1,240
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２  歳　　入



節

説 明
金　額区　分

そ の 他
一般財源

地 方 債国府支出金

特　定　財　源

補　正　額　の　財　源　内　訳

計補　正　額補正前の額目

（単位：千円）3 衛生費（款） （項） 1 保健衛生費

000  休日応急診療所運営経費△12,0071 休日応急診 12,007 △12,007 0 27 繰出金 △12,007    △12,007

 27節　繰出金療費

　1　繰出金 △12,007

000計 △12,00712,007 △12,007 0

節

説 明
金　額区　分

そ の 他
一般財源

地 方 債国府支出金

特　定　財　源

補　正　額　の　財　源　内　訳

計補　正　額補正前の額目

3 衛生費（款） （項） 2 清掃費

△1,24000  大谷処理場（し尿処理施設）△1,7601 し尿処理費 208,237 △3,000 205,237 12 委託料 △3,000             △3,000

 運営経費

 12節　委託料

　2　大谷処理場運転維持管理業務

（緊急時対応予備分）      △3,000

△1,24000計 △1,760208,237 △3,000 205,237

節

説 明
金　額区　分

そ の 他
一般財源

地 方 債国府支出金

特　定　財　源

補　正　額　の　財　源　内　訳

計補　正　額補正前の額目

5 予備費（款） （項） 1 予備費

000 △1,5001 予備費 1,823 △1,500 323

000計 △1,5001,823 △1,500 323

３　歳　　出
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<参　考>

歳 出 項 目 補正予算額 控 除 項 目 控 除 金 額 分担金補正額

予 備 費 振 替 分 △ 75

計 △ 75 計 0 △ 75

休 日 応 急 診 療 費 △ 12,007

予 備 費 振 替 分 △ 300

計 △ 12,307 計 0 △ 12,307

予 備 費 振 替 分 △ 75

計 △ 75 計 0 △ 75

し 尿 処 理 費
（ 一 般 分 ） △ 3,000 手 数 料

（ 浄 化 槽 汚 泥 投 入 手 数 料 ）
△ 1,240

予 備 費 振 替 分 △ 750

計 △ 3,750 計 △ 1,240 △ 2,510

予 備 費 振 替 分 △ 300

計 △ 300 計 0 △ 300

休 日 応 急 診 療 費 △ 12,007 手 数 料
（ 浄 化 槽 汚 泥 投 入 手 数 料 ）

△ 1,240

し 尿 処 理 費 △ 3,000

予 備 費 △ 1,500

計 △ 16,507 計 △ 1,240 △ 15,267
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令和４年度　分担金算出表（補正第２号）

単位：千円

分 担 金 別 備　　考

広 域 圏 分 担 金

分　担　金　補　正　額  計 △ 15,267

休 日 応 急 診 療 所
分 担 金

相 楽 会 館 分 担 金

し 尿 処 理 分 担 金

消 費 生 活 分 担 金

計



種　別 休 日 応 急

市町村名 診 療 所 構成比　％

当 初 371 9,729 1,725 80,729 33 8,157 100,744 53.73

算出基準置換後 371 9,724 1,726 78,217 33 8,069 98,140 52.34

増 減 額 0 △ 5 1 △ 2,512 0 △ 88 △ 2,604

補 正 額 △ 15 △ 6,166 △ 33 △ 1,356 0 △ 139 △ 7,709

精 算 額 △ 15 △ 6,171 △ 32 △ 3,868 0 △ 227 △ 10,313

補正後分担金 356 3,558 1,693 76,861 33 7,930 90,431 52.51

当 初 371 1,564 387 14,220 0 1,588 18,130 9.67

算出基準置換後 371 1,589 386 15,704 0 1,599 19,649 10.48

増 減 額 0 25 △ 1 1,484 0 11 1,519

補 正 額 △ 15 △ 1,008 △ 7 △ 272 0 △ 28 △ 1,330

精 算 額 △ 15 △ 983 △ 8 1,212 0 △ 17 189

補正後分担金 356 581 379 15,432 0 1,571 18,319 10.64

当 初 370 1,774 429 18,930 8 1,750 23,261 12.41

算出基準置換後 370 1,754 429 19,801 8 1,743 24,105 12.86

増 減 額 0 △ 20 0 871 0 △ 7 844

補 正 額 △ 15 △ 1,112 △ 8 △ 343 0 △ 30 △ 1,508

精 算 額 △ 15 △ 1,132 △ 8 528 0 △ 37 △ 664

補正後分担金 355 642 421 19,458 8 1,713 22,597 13.12

当 初 370 4,654 996 11,878 45 4,244 22,187 11.83

算出基準置換後 370 4,686 996 11,671 45 4,253 22,021 11.75

増 減 額 0 32 0 △ 207 0 9 △ 166

補 正 額 △ 15 △ 2,971 △ 19 △ 202 0 △ 73 △ 3,280

精 算 額 △ 15 △ 2,939 △ 19 △ 409 0 △ 64 △ 3,446

補正後分担金 355 1,715 977 11,469 45 4,180 18,741 10.88

当 初 370 1,688 410 19,058 0 1,640 23,166 12.36

算出基準置換後 370 1,656 410 19,422 0 1,715 23,573 12.57

増 減 額 0 △ 32 0 364 0 75 407

補 正 額 △ 15 △ 1,050 △ 8 △ 337 0 △ 30 △ 1,440

精 算 額 △ 15 △ 1,082 △ 8 27 0 45 △ 1,033

補正後分担金 355 606 402 19,085 0 1,685 22,133 12.85

当 初 1,852 19,409 3,947 144,815 86 17,379 187,488 100.00

算出基準置換後 1,852 19,409 3,947 144,815 86 17,379 187,488 100.00

増 減 額 0 0 0 0 0 0 0

補 正 額 △ 75 △ 12,307 △ 75 △ 2,510 0 △ 300 △ 15,267

精 算 額 △ 75 △ 12,307 △ 75 △ 2,510 0 △ 300 △ 15,267

補正後分担金 1,777 7,102 3,872 142,305 86 17,079 172,221 100.00

※し尿処理(特例（収支不足）分）分担金は、令和４年度末での収支不足実績額に基づき精算する。

令和４年度　分担金精算一覧表

広 域 圏 相 楽 会 館 し 尿 処 理
し尿処理

(特例（収支不
足）分)※

消 費 生 活
合 計
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木  津  川  市

笠　　置　　町

和　　束　　町

精　　華　　町

南  山  城  村

合　　　　計
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